
議第１０号

高山市税条例の一部を改正する条例について

高山市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和７年２月２６日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

入湯税に係る課税免除、特別徴収の手続等について宿泊税と整合を図るため改正しようとする。
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高山市税条例の一部を改正する条例

高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（入湯税の課税免除） （入湯税の課税免除）

第１５４条の３ 次に掲げる者に対しては、入

湯税を課さない。

第１５４条の３ 次に掲げる者に対しては、入

湯税を課さない。

⑴ 年齢１２歳未満の者 ⑴ １２歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 学校（学校教育法第１条に規定する学校

（大学を除く。）をいう。）の行事として

行われる修学旅行の児童及び生徒並びにこ

れらの者を引率する教職員及び介助する者

⑶ 学校（学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第１条に規定する学校（大学を除く

。）をいう。）の行事として行われる修学

旅行の児童及び生徒並びにこれらの者を引

率する教職員及び介助する者

⑷ 前３号に掲げるもののほか、公益上その

他の事由により市長が特に課税を不適当と

認める者

（入湯税の特別徴収の手続） （入湯税の特別徴収の手続）

第１５４条の６ （略） 第１５４条の６ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月１５日ま

でに、前月１日から同月末日までに徴収すべ

き入湯税に係る課税標準額、税額その他必要

な事項を記載した納入申告書を市長に提出し

、及びこの納入金を納入書によつて納入しな

ければならない。

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月末日まで

に、前月１日から同月末日までの間において

徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額そ

の他必要な事項を記載した納入申告書を市長

に提出するとともに、当該申告に係る納入金

を納入しなければならない。

４ 第１項の特別徴収義務者が、規則で定める

要件に該当するものとして規則で定めるとこ

ろにより市長の承認を受けた場合には、前項

の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

期間において徴収すべき入湯税に係る前項の

納入申告書を、同表の右欄に掲げる日までに
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、市長に提出するとともに、当該申告に係る

納入金を納入しなければならない。ただし、

鉱泉浴場の経営を１月以上休止しようとする

場合又は廃止した場合には、その休止しよう

とする日又は廃止した日までに徴収すべき入

湯税について、その日から１月以内に、これ

を申告し、かつ、納入しなければならない。

３月１日から５月末日まで ６月末日

６月１日から８月末日まで ９月末日

９月１日から１１月末日まで １２月末日

１２月１日から２月末日まで ３月末日

５ 市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務

者が同項に規定する要件に該当しなくなつた

と認めるときは、同項の規定による承認を取

り消すことができる。

（入湯税に係る不足金額等の納入の手続）

第１５４条の７ （略）

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除）

第１５４条の７の２ 市長は、入湯税の特別徴

収義務者が入湯税の全部又は一部を受け取る

ことができなくなつたことについて正当な理

由があると認める場合又は徴収した入湯税額

を失つたことについて天災その他避けること

のできない理由があるものと認める場合には

、当該特別徴収義務者の申請により、その入

湯税額が既に納入されているときはこれに相

当する額を還付し、その入湯税額がまだ納入

されていないときはその納入の義務を免除す

るものとする。

２ 入湯税の特別徴収義務者は、前項の規定に

より還付又は納入の義務の免除を申請する場
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合は、当該還付又は納入の義務の免除を必要

とする理由を証するに足りる書類を添えて、

市長に申請しなればならない。

３ 市長は、第１項の規定により入湯税額に相

当する額を還付する場合において、還付を受

ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があ

るときは、当該還付すべき額をこれに充当す

ることができる。

４ 市長は、第１項の規定による申請があつた

場合には、同項又は前項の規定による措置を

採るかどうかについて、当該申請があつた日

から６０日以内に特別徴収義務者に通知しな

ければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の

義務違反等に関する罪)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の

義務違反等に関する罪)

第１５４条の１０ 前条第１項の規定によつて

、帳簿に記載すべき事項について正当な事由

がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載を

した場合又は同条第２項の規定によつて保存

すべき帳簿を１年間保存しなかつた場合にお

いては、その者に対し、３万円以下の罰金刑

を科する。

第１５４条の１０ 前条第１項の規定によつて

、帳簿に記載すべき事項について正当な事由

がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載を

した場合又は同条第２項の規定によつて保存

すべき帳簿を１年間保存しなかつた場合にお

いては、その者に対し、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

２ （略） ２ （略）

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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